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農林水産省新型インフルエンザ対策行動計画

第１章 総則

第１ 行動計画の目的及び基本方針

１ 目的

本行動計画は、政府の「新型インフルエンザ対策行動計画」（平成１７年１２月

（平成１９年１０月改訂）新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ関係省庁対策

会議）（以下「政府行動計画」という。）を踏まえ、新型インフルエンザの発生に関

し、農林水産省が行うべき対応を予め定めることにより、発生時における迅速かつ

的確な対策の実施に資することを目的とする。

２ 基本方針

新型インフルエンザ対策の目的は、

ⅰ）感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる、

ⅱ）社会・経済を破綻に至らせない

ことである。

農林水産省における行動計画は、省の所掌に照らすとともに、一事業体として感

染拡大の防止等に係る責務を果たす観点から、次の諸点を基本方針として策定する

ものとする。

ⅰ）高病原性鳥インフルエンザの発生予防・まん延防止、農林漁業者・団体、食品

産業事業者等に対する情報提供などにより、国内での新型インフルエンザの発生

・感染拡大の防止に努める。

ⅱ）新型インフルエンザの発生時においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑

な運営に著しい支障を生じないよう、国民が最低限必要とする食料の供給の確保

を図る。

ⅲ）その他、新型インフルエンザの発生時においても、国民生活の安定及び国民経

済の円滑な運営並びに農林漁業・農山漁村の持続的な発展に著しい支障を生じな

いよう、農林水産省の業務の継続を図る。

第２ 用語の説明

１ 新型インフルエンザ

過去数十年にヒトが経験したことがないＨＡまたはＮＡ亜型（ウイルスの表面に

ある赤血球凝集素ＨＡとノイラミニダーゼＮＡという２つの糖蛋白の抗原性の違い

により分類されるサブタイプ）のインフルエンザウイルスであって、ヒトの間で効

率的で持続的なヒト－ヒト感染により伝播し、流行を起こすものをいう。
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２ 鳥インフルエンザ

一般的に、水禽を中心とした鳥類が保有し、ヒトのインフルエンザウイルスと

は別のＡ型インフルエンザウイルスの感染症をいう。このうち感染した鳥が死亡

したりするなど、特に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」と

いう。

３ 社会機能の維持に関わる事業者

新型インフルエンザ発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、そ

れぞれの社会的使命を果たすことが求められる事業者をいう。国又は地方公共団体

の意志決定に関わる者、国民の安全・安心を確保するため、国・自治体の基本的機

能維持に加え、治安維持や情報提供を行う者、２ヶ月にも及ぶ流行の波の期間中、

国民の最低限の生活を維持するため、公共サービスを始めとしたライフラインの維

持に関わる事業者等がこれに当たる。

第３ 行動計画の見直し

本行動計画は、新型インフルエンザに関しては随時最新の科学的知見を取り入れ

る必要があること、政府行動計画等の政府全体の対応方向と常に整合的である必要

があること等から、随時見直しを行い、必要に応じて修正・改訂を行うものとする。
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第２章 新型インフルエンザに関する具体的対応

第１ 新型インフルエンザの発生に備えた措置

１ 対応体制の整備

（１）対策検討体制の整備

新型インフルエンザの発生に備え、必要に応じ「不測時の食料安全保障に関す

る省内連絡会議」（以下「省内連絡会議」という。）を開催し、農林水産省内の情

報共有、平素からの対応に関するフォローアップ、本行動計画の見直し等を行う。

（２）農林水産省関係機関との連絡体制の確保

新型インフルエンザの発生に備え、本省各部局、地方農政局、地方農政事務所

等関係機関における担当体制及び緊急時等の連絡ルートを明確にし、各部局・機

関において共有する。

また、所管に係る独立行政法人、公益法人、団体等（以下「関係団体」という。）

との連絡ルートを確認する。

（３）関係省庁との連携

「新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議」（以

下「政府対策会議」という。）等に参画するとともに、政府の行う新型インフル

エンザ関連の訓練に参加すること等により、関係省庁間の連携を確保する。

（４）地方自治体との連携

実効ある新型インフルエンザ対策を準備するため、地方自治体との連携に努め

る。

２ 新型インフルエンザの発生予防・まん延の防止

（１）高病原性鳥インフルエンザの発生予防・まん延の防止

国内外の高病原性鳥インフルエンザ発生状況の早期把握、発生予防・まん延防

止措置の迅速な実施等政府行動計画に示された取組を着実に実施する。

（２）農林漁業者・団体、食品産業事業者等に対する情報提供

高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を勘案しつつ、農林漁業者、農林漁業

団体、食品産業事業者等に対し、各種の機会を捉え、「個人及び一般家庭・コミ

ュニティ・市町村における感染対策ガイドライン」「事業者・職場における新型

インフルエンザ対策ガイドライン」等の周知を図る。

３ 国民への食料の供給

（１）新型インフルエンザの発生が食料供給に及ぼす影響に関する情報収集等

本行動計画を含む新型インフルエンザへの対応方針を随時見直すため、食料品

のサプライチェーンの特徴を踏まえた新型インフルエンザ発生時の国民への食料

供給上の課題等について情報収集を行う。

また、これを踏まえ、新型インフルエンザ発生時の国民への食料の供給に関し
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て取り組むべき措置を随時見直すとともに、必要に応じ、それぞれの措置につい

て具体的な実施手順書を整備し、関係機関において共有する。

（２）関係省庁との事前の調整

食料品の輸送等必要な事項については、関係省庁と予め協議・調整を行う。

また、この状況について政府対策会議において情報を共有する。

（３）食品産業事業者等における計画策定等の推進

食品産業事業者等の業務の特徴を踏まえた感染防止、業務継続のための計画（以

下、「事業継続計画」という。）を策定するためのガイドラインを整備するととも

に、同ガイドラインの周知、研修会の開催等により、食品産業事業者等における

事業継続計画の検討、策定を推進する。（社会機能の維持に関わる事業者につい

ては特にその推進に努める。）

（４）家庭等における食料品備蓄の推進

新型インフルエンザ発生時には、社会機能の低下により一時的に食料等の生活

必需品の供給に支障が生じるおそれがあること、感染防止のための外出自粛が求

められることを踏まえ、関係省庁と連携し、わかりやすい情報の提供などにより、

家庭等における平素からの食料品の備蓄を推進する。

４ 農林水産省の業務の継続

（１）新型インフルエンザに対する知識の普及

職員及びその家族に対し、職場、家庭等における感染防止のための措置につい

て、具体的な取組を記載した資料を配布することなどにより、周知を図る。

また、職員に対し、職員及びその家族に感染が疑われる場合の対応について、

周知を図る。

（２）備品等の整備

職場における感染防止、業務継続に必要な消毒液、マスク等の備品、備蓄食料

品を計画的に備蓄する。

（３）その他業務の継続を確保するための措置

感染防止のための措置、国内発生時においても継続すべき重要業務の選定等業

務の継続のための具体的方針（省業務継続計画）を策定し、省内関係機関におい

て共有するとともに、随時見直しを行う。
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第２ 海外における新型インフルエンザ発生時の措置

１ 対応体制の整備

（１）省内対策本部の設置

海外において新型インフルエンザが発生し、政府に「新型インフルエンザ対策

本部」（以下「政府対策本部」という。）が設置された場合は、直ちに、省内に農

林水産大臣（又は農林水産副大臣）を本部長とする「農林水産省新型インフルエ

ンザ対策本部」を設置・開催し、本行動計画に定めることのほか、事態への対処

のために必要な対応について迅速な意志決定を図る。

（２）農林水産省関係機関との連絡強化

本省各部局、地方農政局、地方農政事務所等関係機関との間で随時新型インフ

ルエンザの発生状況に係る情報の共有を図るとともに、国内発生に備え、担当体

制及び緊急時等の連絡ルートにおける不備の有無等を点検する。

また、関係団体に対し、新型インフルエンザに係る情報を提供するとともに、

関係団体の対応の状況を把握する。

（３）関係省庁との連絡強化

政府対策本部の下で関係省庁間の連携を強化しつつ、適切な対策の推進を図る。

（４）地方自治体との連携

各種の措置を適切に実施するため、地方自治体との連携に努める。

２ 新型インフルエンザのまん延防止

（１）新型インフルエンザのまん延防止への協力

国際機関からの要請に応じ、専門家チームの派遣を検討する等政府行動計画に

示された取組を着実に実施する。

（２）農林漁業者・団体、食品産業事業者等に対する注意喚起

農林漁業者、農林漁業団体、食品産業事業者等に対し、発生地域への渡航を避

け、海外駐在員への情報提供を行うよう注意を喚起する。また、国内発生に備え、

「個人及び一般家庭・コミュニティ・市町村における感染対策ガイドライン」「事

業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」等に示された感染予

防措置、業務継続のための措置、事業者等が自ら策定した事業継続計画等に基づ

く措置を実施するための準備を行うよう周知を徹底する。

（３）水産関係船舶からの進入防止

他国の港を経由して操業する水産事業者等に対し、乗組員に感染が疑われる場

合の対応について、周知を徹底する。

３ 国民への食料の供給

（１）国内発生に備えた初動措置

① 食料供給の見通しに関する情報収集・分析・提供

平素から行っている国内外の食料需給に関する情報の収集・分析・提供体制

を強化する。
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また、収集・分析した情報に基づき、各種媒体を通じ、需給・価格の動向、

実施する対策の取組内容等について適時適切な広報活動等を行う。

② 食品産業事業者等における計画策定及び点検の推進

食品産業事業者等の事業継続計画を策定するためのガイドラインの周知を徹

底するなど、早急な取組（簡略な行動方針の策定等を含む）を促進する。

また、新型インフルエンザの発生状況を注視しつつ、原材料等の入手の見通

し等に基づき迅速に事業継続（又は縮小、自粛）等のために必要な対応を行う

よう周知を徹底する。

③ 食料品の供給要請

需要の高まりが予想される食料品の安定供給に資するよう、備蓄適性が高い

食料品を供給する食品産業事業者等に対し、製造・出荷量の確保、流通経路の

維持などの自主的な取組を要請する。

④ 消費者への要請

関係省庁と連携しつつ、消費者に対し、過度な買いだめ、買い急ぎを行わな

いことや、食べ残し・廃棄の抑制に取り組むことなど、食料品の調達・消費に

ついて適切な行動を要請する。

また、必要に応じ、新型インフルエンザと食料品の安全性との関係等消費者

が適切な行動をとるために必要な情報の提供に努める。

（２）海外からの食料輸入の減少が予測される場合の対応

収集・分析した食料需給に関する情報に基づき、海外からの食料等の輸入が減

少し、国民への食料供給に支障がある又はそのおそれがある場合には、政府対策

本部を通じ関係省庁と連携して「不測時の食料安全保障マニュアル」（平成１４

年３月２５日農林水産省決定）に定める関連の措置を実施する。

４ 農林水産省の業務の継続

（１）職員等への注意喚起

職員及びその家族に対し、職場、家庭等における感染防止のための措置、職員

及びその家族に感染が疑われる場合の対応等について、改めて周知の徹底を図る。

（２）水際業務を行う機関における感染防止

動物検疫所、植物防疫所等水際業務を行う機関において、予め定めた具体的方

針に基づき、感染防止を図る。

（３）職員の海外渡航の自粛等

職員の新型インフルエンザ発生地域への渡航については、やむを得ない場合を

除き、延期又は中止するよう注意を喚起する。

（４）海外出張中職員・海外在住職員の安否確認

発生地域へ出張中の職員及びその家族や発生地域に在住する職員及びその家族

に関する安否を確認するとともに、感染防止上の留意事項についての周知を徹底

する。

また、必要に応じ、新型インフルエンザに関する最新の情報を提供する。
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第３ 新型インフルエンザの国内発生時の措置

１ 対応体制の整備

第２の１により整備した体制において迅速な対応に図るとともに、必要に応じ、

体制の強化を図る。（海外に先んじて国内発生が生じた場合には、第２の１に準じ

て対応する。）

２ 新型インフルエンザのまん延防止

（１）新型インフルエンザのまん延防止への協力

国際獣疫事務局（ＯＩＥ）のリファレンスラボラトリー等とウイルス株の同定

・解析に関する協力を行う等政府行動計画に示された取組を着実に実施する。

（２）農林漁業者・団体、食品産業事業者等に対する注意喚起

農林漁業者、農林漁業団体、食品産業事業者等に対し、感染防止措置を徹底す

るとともに、新型インフルエンザの発生状況に応じ、不要不急の業務、集会等感

染拡大につながるおそれのある活動を縮小・自粛するよう要請する。

３ 国民への食料の供給

（１）国内初発生が確認された場合の初動措置

① 食料供給の見通しに関する情報収集・分析・提供

平素から行っている国内外の食料需給に関する情報の収集・分析・提供体制

を強化する。

また、収集・分析した情報に基づき各種媒体を通じ、需給・価格の動向、実

施する対策の取組内容等について適時適切な広報活動等を行う。

② 食料品の供給要請

主要な食料品を供給する食品産業事業者等に対し、事業に伴う感染拡大の防

止に留意しつつ製造・出荷量の確保、流通経路の維持など事業の継続を要請す

る。

③ 消費者への要請

関係省庁と連携しつつ、消費者に対し、過度な買いだめ、買い急ぎを行わな

いことや、食べ残し・廃棄の抑制に取り組むことなど、食料品の調達・消費に

ついて適切な行動をとるよう要請する。

また、必要に応じ、新型インフルエンザと食料品の安全性との関係等消費者

が適切な行動をとるために必要な情報の提供に努める。

（２）地域封じ込め措置への対応

政府対策本部を通じ、関係省庁との連携の下、必要に応じ、応急用食料の供給

に協力する。

（３）全国的な発生に対する対応

① 食料供給の確保

国民への食料供給について、供給量の不足、地域的な偏在等について状況の

把握に努めるとともに、実行可能な改善措置を検討する。
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食料品の輸送等については、必要に応じ、政府対策本部を通じて関係省庁と

協議・調整し、対応する。

この他、必要に応じ、政府対策本部を通じ関係省庁と連携して「不測時の食

料安全保障マニュアル」に定める関連の措置を実施する。

② 備蓄の活用

一定数量の備蓄を実施している米、小麦、大豆及び飼料穀物について、供給

不足が見込まれる数量を踏まえ、備蓄を計画的に活用し供給を確保する。

③ 食料品等の価格・流通の安定対策

関係省庁と連携し、食料並びに食料生産に必要な種子・種苗、肥料、農薬及

び飼料の価格動向等の調査・監視を行うとともに、必要に応じ、買占め、売惜

しみ及び便乗値上げの防止等のための取組を行う。

この他、必要に応じ、政府対策本部を通じ関係省庁と連携して「不測時の食

料安全保障マニュアル」に定める関連の措置を実施する。

（４）小康期における対応

① 食料品の供給要請

備蓄適性が高い食料品を供給する食品産業事業者等に対し、次期流行期の需

要増加に向けた製造・出荷量の確保、流通経路の維持などについて自主的な取

組を要請する。

② 食品産業事業者における計画の点検、見直しの推進

食品産業事業者等に対し、流行期における経験、二次的な流行期における感

染拡大の特徴等を踏まえ、事業継続計画等の点検、見直しを行うよう周知を図

る。

③ 家庭等における食料品備蓄の推進

次の流行期に備え、関係省庁と連携し、わかりやすい情報の提供などにより、

家庭、事業所等における食料品の備蓄を推進する。

４ 農林漁業者・食品産業事業者等の経営安定

（１）農林漁業者・食品産業事業者等の経営的損害についての実態把握

必要に応じ、新型インフルエンザの発生により農林水産物・食品の生産・流通

が停滞した場合等の農林漁業者・食品産業事業者等に与える影響（経営的損害等）

について、実態把握を行う。

（２）農林漁業者・食品産業事業者等の経営安定のための取組

新型インフルエンザの発生により農林水産物・食品の生産・流通が停滞した場

合等について、必要に応じ、影響を受ける農林漁業者・食品産業事業者等に対す

る政府系金融機関等への相談窓口の設置、セーフティネット貸付等による支援策

の実施を検討する。

５ 農林水産省の業務の継続

（１）職員等における感染拡大の防止

職員及びその家族に対し、職場、家庭等における感染拡大の防止のための措置



- 9 -

の励行等を指示するとともに、庁舎内における衛生管理を徹底する。

その他、第１の４の（３）により定める具体的方針に従って感染拡大の防止を

図る。

（２）重要業務等の実施

第１の４の（３）により定める具体的方針に従って重要業務等の実施を図る。


